
公益通報者保護制度の実効性の向上

に関する検討について

平成２９年１２月

資料２



事 業 者
（行政機関を含む）

事業者内部
（例）
・社内のコンプライアンス窓口
・事業者が指定する弁護士事務所

等

公益通報
（内部通報）

公益通報者
（労働者＜公務員を含む＞）

公益通報
（行政機関への通報）

処分・勧告権限を有する
行 政 機 関

公益通報
（その他外部への通報）

被害の発生・拡大防止のために
必要と認められる者

（報道機関、消費者団体等）

＜保護の内容＞
・解雇の無効
・不利益取扱いの禁止
・労働者派遣契約の

解除の無効

・国の行政機関向けガイドライン（H29.3改正）

・地方公共団体向けガイドライン（H29.7策定）

＜外部の労働者等からの通報＞

（事業者の法令遵守の確保に資する）

民間事業者向けガイドライン（H28.12改正）

（民間事業者の法令遵守の確保に資する）

・国の行政機関向けガイドライン（H29.3改正）

・地方公共団体向けガイドライン（H29.7策定）

＜内部職員等からの通報＞

（行政機関自身の法令遵守の確保に資する）

法令違反行為
※国民の生命、身体、財産等の保護に関
わる法律で、本法及び政令で定めた法律
（平成29年11月１日現在、463法律）の
刑罰法規違反の行為

通報窓口
(外部の労働者等か
らの通報を受付)

公 益 通 報 者 保 護 法
（平成 1 6年６月 1 8日公布、平成 1 8年４月１日施行）
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事業者
（不正発覚時期）

発端
（主な通報経路）

不正の概要 是正結果 内部通報制度の状況
（「 」は、第三者委員会報告書等からの抜粋）

Ａ社

（H14(2002)）

関係者

⇒ 農水省

輸入牛と国産牛を虚偽申請し買

取代金を詐取

刑法違反（詐欺罪）

⇒ 刑事告発

未整備 「再発防止策（中略） 従業員からのコンプライアンス受付窓口およ

び社内相談窓口、一般消費者からのご意見・ご提言受付窓口の設置」

Ｂ社

（H18（2006））

関係者

⇒ ﾌﾗﾝﾁｬｲｽﾞ店

シュークリーム原料として消費

期限切れ牛乳を使用

食品衛生法違反

⇒ 行政指導

未整備 「企業風土改革のための課題解決（中略） 情報をトップに速やかに

上げるという課題に対して（中略）社員から社長に情報を直接送れるように

（中略）専用メールアドレスを開設」

Ｃ社

（H19(2007)）

匿名

⇒ 保健所

賞味期限切の商品を販売

店頭から回収した商品を再利用

ＪＡＳ法・食品衛生法違反

⇒ 行政指導・営業禁止命令

未整備 「再発防止策（中略） 従業員からの通報受付窓口である、コンプラ

イアンス・ホットラインを設置」

Ｄ社

（H23(2011)）

匿名

⇒ ｼﾞｬｰﾅﾘｽﾄ

巨額の損失を隠し決算を粉飾 金融商品取引法違反

⇒ 役員らを逮捕・起訴（有罪）

機能不全 「内部通報制度本来の機能（不正に関する社内自浄機能）は著し

く損なわれていた」

Ｅ社

（H23(2011)）

子会社役員

⇒ 親会社

役員が個人的負債補填のため

に子会社から巨額借入れ

会社法違反（特別背任罪）

⇒ 役員を逮捕・起訴（有罪）

機能不全 「経営トップの不祥事について、現場の従業員が情報を入手して

も、社内の最終報告者が元会長であるため、通報する動機が働き得なかっ

た」

Ｆ社

（H25(2013)）

社員

⇒ 上司、労組

漫画雑誌の懸賞企画において

景品当選者数を水増し掲載

景品表示法違反

⇒ 措置命令

不正を指摘した社員を懲戒解雇 （その後、解雇の撤回と、同社に330万円の

損害賠償を求めていた訴訟は和解が成立。内部通報制度の状況は不明。）

Ｇ社

（H27(2015)）

従業員

⇒ Ｇ社

免震ゴム（地震の揺れを吸収す

るため建築材）の性能に係る虚

偽の検査成績書を作成

建築基準法違反

⇒ 免震材料適合認定取消

不正競争防止法違反

⇒ 法人を起訴

機能不全 「約１年間、経営陣への情報の伝達が遅れており、その間、複数の

従業員が問題行為の疑いについて把握していたにもかかわらず、内部通報

制度を利用した者はいなかった」

Ｈ社

（H27(2015)）

匿名

⇒ 証取委

不正会計処理（虚偽記載） 金融商品取引法違反

⇒ 課徴金納付命令（73億円）

機能不全 「会社のコンプライアンスに対する姿勢について、社員の信頼が

得られていないこと等から内部通報制度による自浄作用が働かなかった」

Ｉ法人

（H27(2015)）

匿名

⇒ 厚労省

国の承認と異なる製法で血液製

剤を製造

医薬品医療機器法違反

⇒ 業務停止命令（110日間）

機能不全 「経営層が隠ぺいを指示・承認するという状況で、内部通報制度が

機能せず不正が継続していた」

Ｊ社

（H28(2016)）

下請の従業員

⇒ Ｊ社

空港滑走路地盤改良工事の液

状化防止薬液の注入量のデー

タを改竄し国交省に報告

建設業法違反

⇒ 営業停止命令（25日間）

機能不全 「多くの社員が不正を認識していながら上位者への報告を行わず

通報等も行わなかった（中略）内部統制システムの整備とコンプライアンスの

徹底を十分に行わなかった経営陣の責任は重い」

Ｋ社

（H28(2016)）

（国交省の指示に

よる調査）

燃費・排ガス試験に係る不正

（国の定めと異なる方法で測定）

道路運送車両法違反

⇒ 行政指導

機能不全 「内部通報制度を設けておりましたが、（中略）周知するための取

組も十分ではなかったことから、必ずしも有効に利用されておりませんでし

た」

※ 各企業の第三者委員会報告書や報道等を基に作成。

企業の内部通報制度の機能不全等が指摘された事例

➢ 国民生活の安全安心等を損なう近時の企業不祥事において、内部

通報制度の機能不全等が指摘された事案が散見。

➢ 内部通報制度が機能していれば、問題の早期発見と自浄作用によ

り、安全安心、信頼、企業価値等が守られた可能性がある。

２



３
（特定）適格消費者団体 職場内の不正を知る従業員

からの情報伝達のイメージ

相
談
窓
口

認
定

消費者委員会
（委員長：髙 巌）

○独立した第三者機関

○建議・勧告等を行う

独立行政法人

国民生活センター（理事長：松本恒雄）

地
方
自
治
体

消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

○
「消
費
生
活
相
談
員
」

消 費 者 庁
～消費者行政の司令塔・エンジン役～

○情報を一元的に集約し、調査・分析

○情報を迅速に発信して、注意喚起

○各省庁に対する措置要求

○「すき間事案」への対応（勧告等）

○消費者に身近な諸法律を所管・執行

○横断的な制度を企画立案

各

省

庁

～中核的な実施機関～
○支援相談、研修、商品テスト、

情報の収集・分析・提供、広報、ＡＤＲ等

内閣府特命担当大臣（消費者）

799センター

3,393人
（平成28年
４月１日現在）

建議等

措置要求
・勧告等

情報

支援

建議等

（※） 勧告は内閣総理大臣に対して行う

消費者安全調査委員会（委員長：宇賀克也）

○生命身体事故等の原因を調査

消費者教育推進会議（会長：東 珠実）

○消費者教育の推進について議論
1,009窓口

（平成28年
４月１日現在）

内 閣 総 理 大 臣

協
力

公正取引委員会、経済産業局長等に
権限の一部を委任

情報

建議・
勧告

(※)等

相談・苦情
消費者ホットライン
（１８８）経由

助言
あっせん
啓発

相談・
苦情

処分
・指導

情報

従業員等

内部 通報

事

業

者

消

費

者

地
方
自
治
体

処分
・指導

消費者行政の体制における公益通報者保護制度

公益通報者保護制度は、①事業者内部における自浄作用による法令遵守
②通報を端緒とした行政機関の法執行力の強化 に資するもの。



・事業者における不正発見の端緒： 第１位は内部通報（第２位の内部監査の約1.5倍）

・内部通報制度導入の効果： 違法行為の抑止・自浄作用による是正をあげる割合が高い
（消費者庁調査）

１ 内部通報制度は、事業者が自ら違法行為を発見・是正するために重要

＜事業者＞
・大企業 ： 内部通報制度が機能不全に陥っている事案が発生

（例：大手企業による不正会計事件、性能偽装事件）

・中小企業： 多くの事業者において内部通報制度が設けられていない
（中小企業の設置率：約40％）

＜行政機関＞
・国等 ： 通報に対する不適切な対応が認められる

（例：通報の放置、不適切な調査、通報に係る秘密の漏洩）

・市区町村： 通報窓口の設置が十分に進んでいない
（市区町村の窓口整備率：内部 約50％、外部 約30％）

３ 制度の実効性は十分とはいえない

公益通報者保護制度の実効性向上の必要性

2 通報は行政機関における法執行の端緒情報として極めて有用

４

・各行政機関において、年間約5,000件の通報を受理

3,500件以上で是正措置 （本法の施行状況調査）



5

24.2%

30.4%

43.3%

43.3%

49.4%

0

株主や取引先等にへのアピール

内部規程に基づく適切な通報対

応の確保

従業員が安心して通報できる環境

整備

自浄作用による違法行為の是正

機会の拡充

違法行為への抑止力として機能

内部通報制度を導入した企業の効果
（複数回答）

5.8%

6.5%

7.2%

8.8%

11.4%

31.5%

37.6%

58.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

行政機関による調査

偶然

外部監査

社内アンケート調査

取引先等からの情報

上司の日常的なチェック

内部監査

内部通報

企業における不正発見の端緒
（複数回答）

出典:「平成28年度 民間事業者における内部通報制度の実態調査報告書」 （消費者庁）

導入の効果として、違法行為の抑止や
自浄作用の向上を挙げる企業が多い

企業による不正発見の端緒の第１位は、
内部通報。内部監査の約1.5倍に上る

→ 内部通報制度は、リスクの早期把握や組織の自浄作用を高め、
コンプライアンス経営を推進して行くための、非常に有効なツール

内部通報制度導入の効果



40.2

99.2

0 20 40 60 80 100

中小企業

大企業

中小企業で「内部通報制度」の導入が進んでいない。
（単位％）

42.8

46.1

59.9

94.5

0 50 100

中小企業労働者

大企業労働者

中小企業（事業者）

大企業（事業者）

中小企業（事業者）及び労働者で法の認知度が進んで

いない。（単位％）

（２）内部通報制度の導入割合（１）法の認知度

出典：「民間事業者における内部通報制度の実態調査」（平成28年度消費者庁） 「労働者における公益通報者保護制度に関する意識等のインターネット調査」（平成28年度消費者庁）

内部通報制度の普及・整備状況等（平成28年度）

６



社 員 ・ 派 遣 労 働 者 等

8行政機関 消費者団体報道機関

ステークホルダー
（消費者、取引先、株主・投資家、従業員、

債権者、地域社会、行政機関 等）

制度の実効性
に高い関心

内
部
通
報
制
度
の
イ
メ
ー
ジ

ほか

職場内の不正を知る従業員
からの情報伝達のイメージ

不正の未然防止・早期発見によ
る自浄作用の向上により、コンプ
ライアンス経営推進・企業価値の
維持向上に寄与

内部通報制度以外の通報先

経 営 幹 部
（社長、取締役、監査役等）

社 外 窓 口
（弁護士事務所等）

社 内 窓 口
（企業倫理相談室等）

上 司

コンプライアンス担当責任者

コンプライアンス担当部署

通報
相談

通報
相談

対応
報告

通報
相談

通報
相談

報告

報告

対応
報告

対応
報告

対応
報告 報告

報告指示

７

企業における内部通報制度のイメージ



100% 52.4%100%

通報・相談を受付ける窓口の設置率は、市区町村では低い水準にとど
まっている。

（47／47機関） （901／1720機関）（20／20機関）

都道府県府省庁 市区町村

出典: 「平成28年度行政機関における公益通報者保護法の施行状況調査」（平成29年11月 消費者庁）

100% 95.7% 31.8%

内部職員等からの
通報窓口設置率

外部労働者からの
通報窓口設置率

（20/20機関） （47/47機関） （901/1720機関）

（19/19機関） （45/47機関） （547/1720機関）

通報・相談窓口の設置状況行政機関における通報・相談窓口の設置状況（平成29年３月末時点）
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公益通報者保護制度の実効性向上（検討の経緯）

・平成16年６月 公益通報者保護法成立（平成18年４月施行）
⇒法附則第２条：政府は、この法律の施行後５年を目途として、この法律の施行の状況に

ついて検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

・平成22年６月 消費者委員会「公益通報者保護専門調査会」開催
～平成23年２月 ⇒制度の運用状況等に関する更なる実態把握の必要性について提言。

（制度の運用状況等に関する実態調査、有識者等からの意見聴取等を実施）

・平成27年３月 「消費者基本計画」閣議決定
⇒公益通報者保護制度の「見直しを含む必要な措置の検討を早急に行った上で、検討結
果を踏まえ必要な措置を実施」する。

・平成27年６月 消費者庁「公益通報者保護制度の実効性の向上に関する検討会」開催

～平成28年12月

＜検討会報告書の提言＞

（１）制度の運用改善により対応可能なもの： 早期に実現

⇒民間事業者向けガイドラインの改正（H28年12月）、国の行政機関向けガイドライン改正（H29年３月）
地方公共団体向けガイドラインの策定（H29年７月）等を実施済み

（２）法改正が必要なもの： 関係団体等からの意見集約を図り、法改正の内容を具体化
⇒パブリック・コメントの実施（H29年４月結果公表） 等

9



積極的な意見
（消費者団体、労働団体、弁護士会等）

○適切な形で制度が設計されなければ、

濫用的な通報が増加し、事業者に不測

の損害が生じる。

○事業者に風評被害等のおそれがある

ことから、不利益取扱いに対する命令、

勧告・公表や、刑事罰は設けるべきで

はない。

○制度見直しの検討に加え、ガイドラ

イン等を通じた、事業者・行政機関の

取組の推進も併せて行うべき。

等

慎重な意見
（経済団体、中小企業団体等）

パブリック・コメント結果（主な意見のポイント）

○保護される通報者や通報内容の範囲拡

大等、報告書で示された方向性に沿っ

て、速やかに法改正に取り組むべき。

○行政機関により多くの情報が集まるよ

う、行政機関に対する通報の保護要件

を緩和すべき。

○通報者に対する不利益取扱いを抑止す

るため、行政措置、刑事罰を設けるべ

き。

○消費者庁が司令塔機能を発揮できるよ

う体制整備をすべき。

等
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主な論点

現行法の規定 検討事項

通報を受ける側の
体制整備

内部通報制度等の整備義務：
規定なし

・事業者に内部通報制度等の整備義務を設け
ることの是非。

通報を受ける側の守秘義務：
規定なし

・事業者が通報者を特定できる情報を漏洩す
ることを防ぐための守秘義務を設けることの
是非。

一元的な窓口の設置等：
規定なし

・消費者庁に公益通報の一元窓口を設置する
ことの是非。

・各行政機関の通報対応についてモニタリング
等を行うことの是非。

公益通報者に不利益
取扱いを行ったこと
に対する行政措置・

刑事罰

規定なし
・事業者が公益通報者に対して不利益取扱い
を行うことを抑止するため、行政措置（勧告・
公表等）や刑事罰を導入することの是非。

公益通報者として保
護されるための要件

通報者の範囲：

労働者
・保護の対象となる通報者の範囲を広げること
（役員、退職者、取引先企業等）の是非。

通報対象事実の範囲：
対象法律を政令で列挙

（本年11月１日時点で463の法律）

・通報対象事実の範囲を広げること（法律の目
的による限定を見直すこと等）の是非。

外部通報の保護要件：
通報対象事実の発生について信じる

に足る相当の理由（真実相当性）等
が必要

・例えば、行政機関に対する通報の保護要件
である真実相当性を緩和することなどの是非。

11
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策定

準拠

など

消費者取引先 株主、投資家、
金融機関

行政機関 従業員
求職者

ガイドライン
「公益通報者保護法を踏
まえた内部通報制度の
整備・運用に関する民間
事業者向けガイドライン」

ステークホルダー

地域社会

認証申請

評価
信頼

認証取得を
アピール

自浄能力の高さ、製品・役務の
安全性をアピール

周知広報 民 間 事 業 者

・製品・役務の信頼向上

・企業ブランドの向上

・金融市場からの高い評価

・公共調達等での高い評価

・優秀な人材の確保 など

周知広報

内部通報制度を活用した
コンプライアンス経営実践

28年度に抜本改正
（内容を大幅に拡充）

第三者機関

中小企業等の実情も踏まえ
認証基準を策定

消費者基本計画工程表（H29年６月消費者政策会議（会長 内閣総理大臣）決定）
“最終報告書（中略）を踏まえ、（中略）内部通報制度に係る認証制度（中略）を可及的速やかに実施する”
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